
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
通
貨
の
額
面
価
格
の
単
位
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
貨
幣
の
製
造
及
び
発
行
、
貨
幣
の
種
類
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
通
貨
の
額
面
価
格
の
単
位
等
）

第
二
条
　
通
貨
の
額
面
価
格
の
単
位
は
円
と
し
、
そ
の
額
面
価
格
は
一
円
の
整
数
倍
と
す
る
。

２
　
一
円
未
満
の
金
額
の
計
算
単
位
は
、
銭
及
び
厘
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
銭
は
円
の
百
分
の
一
を
い
い
、
厘
は
銭
の
十
分
の
一
を
い
う
。

３
　
第
一
項
に
規
定
す
る
通
貨
と
は
、
貨
幣
及
び
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
日
本
銀
行
が
発
行
す
る
銀
行
券
を
い
う
。

（
債
務
の
支
払
金
の
端
数
計
算
）

第
三
条
　
債
務
の
弁
済
を
現
金
の
支
払
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
支
払
う
べ
き
金
額
（
数
個
の
債
務
の
弁
済
を
同
時
に
現
金
の
支
払
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
払
う
べ
き
金
額
の
合
計
額
）
に
五
十
銭
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
支
払
う
べ
き
金
額
の
全
額
が
五
十
銭
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
支
払
う
べ
き
金
額
の
全
額
を
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
支
払
う
べ
き
金
額
に
五
十
銭
以
上
一
円
未
満

の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
そ
の
支
払
う
べ
き
金
額
の
全
額
が
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
支
払
う
べ
き
金
額
の
全
額
を
一
円
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
約
が
あ
る
場
合
に
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
国
及
び
公
庫
等
（
国
等
の
債
権
債
務
等
の
金
額
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
規
定
す
る
国
及
び
公
庫
等
を
い
う
。
）
が
収
納
し
、
又
は
支
払
う
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。

（
貨
幣
の
製
造
及
び
発
行
）

第
四
条
　
貨
幣
の
製
造
及
び
発
行
の
権
能
は
、
政
府
に
属
す
る
。

２
　
財
務
大
臣
は
、
貨
幣
の
製
造
に
関
す
る
事
務
を
、
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
（
以
下
「
造
幣
局
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
せ
る
。

３
　
貨
幣
の
発
行
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
銀
行
に
製
造
済
の
貨
幣
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
。

４
　
財
務
大
臣
が
造
幣
局
に
対
し
支
払
う
貨
幣
の
製
造
代
金
は
、
貨
幣
の
製
造
原
価
等
を
勘
案
し
て
算
定
す
る
。

（
貨
幣
の
種
類
）

第
五
条
　
貨
幣
の
種
類
は
、
五
百
円
、
百
円
、
五
十
円
、
十
円
、
五
円
及
び
一
円
の
六
種
類
と
す
る
。

２
　
国
家
的
な
記
念
事
業
と
し
て
閣
議
の
決
定
を
経
て
発
行
す
る
貨
幣
の
種
類
は
、
前
項
に
規
定
す
る
貨
幣
の
種
類
の
ほ
か
、
一
万
円
、
五
千
円
及
び
千
円
の
三
種
類
と
す
る
。

３
　
前
項
に
規
定
す
る
国
家
的
な
記
念
事
業
と
し
て
発
行
す
る
貨
幣
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
一
項
に
お
い
て
「
記
念
貨
幣
」
と
い
う
。
）
の
発
行
枚
数
は
、
記
念
貨
幣
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
。

（
貨
幣
の
素
材
等
）

第
六
条
　
貨
幣
の
素
材
、
品
位
、
量
目
及
び
形
式
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
法
貨
と
し
て
の
通
用
限
度
）

第
七
条
　
貨
幣
は
、
額
面
価
格
の
二
十
倍
ま
で
を
限
り
、
法
貨
と
し
て
通
用
す
る
。

（
磨
損
貨
幣
等
の
引
換
え
）

第
八
条
　
政
府
は
、
磨
損
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
流
通
に
不
適
当
と
な
つ
た
貨
幣
を
、
額
面
価
格
で
、
手
数
料
を
徴
収
す
る
こ
と
な
く
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
貨
と
引
き
換
え
る
も
の

と
す
る
。

（
貨
幣
の
無
効
）

第
九
条
　
貨
幣
で
、
そ
の
模
様
の
認
識
が
困
難
な
も
の
又
は
著
し
く
量
目
が
減
少
し
た
も
の
は
、
無
効
と
す
る
。

（
造
幣
局
に
よ
る
貨
幣
の
販
売
）

第
十
条
　
造
幣
局
は
、
次
に
掲
げ
る
貨
幣
で
あ
つ
て
財
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
販
売
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
そ
の
素
材
に
貴
金
属
を
含
む
記
念
貨
幣
の
う
ち
、
そ
の
製
造
に
要
す
る
費
用
が
そ
の
額
面
価
格
を
超
え
る
も
の

二
　
特
殊
な
技
術
を
用
い
て
製
造
し
表
面
に
光
沢
を
持
た
せ
た
貨
幣

２
　
前
項
の
貨
幣
の
販
売
価
格
は
、
当
該
貨
幣
の
製
造
に
要
す
る
費
用
及
び
当
該
貨
幣
の
額
面
価
格
を
下
回
ら
な
い
範
囲
で
、
当
該
貨
幣
の
発
行
枚
数
及
び
需
要
動
向
を
勘
案
し
、
政
令
で
定
め
る
。

３
　
造
幣
局
は
、
第
一
項
の
貨
幣
以
外
の
貨
幣
で
容
器
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
実
費
に
よ
り
販
売
す
る
も
の
と
す
る
。

４
　
日
本
銀
行
は
、
第
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
販
売
の
用
に
供
す
る
貨
幣
を
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
造
幣
局
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

５
　
造
幣
局
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
販
売
し
た
貨
幣
の
販
売
収
入
か
ら
販
売
に
要
す
る
費
用
を
控
除
し
た
金
額
を
国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
通
用
を
禁
止
し
た
貨
幣
紙
幣
の
引
換
え
に
関
す
る
件
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
通
用
を
禁
止
し
た
貨
幣
紙
幣
の
引
換
え
に
関
す
る
件
（
明
治
二
十
三
年
法
律
第
十
三
号
）
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二
　
貨
幣
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
十
六
号
）

三
　
臨
時
通
貨
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）

四
　
小
額
通
貨
の
整
理
及
び
支
払
金
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
十
号
）

五
　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
記
念
の
た
め
の
千
円
の
臨
時
補
助
貨
幣
の
発
行
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
六
十
二
号
）

六
　
天
皇
陛
下
御
在
位
六
十
年
記
念
の
た
め
の
十
万
円
及
び
一
万
円
の
臨
時
補
助
貨
幣
の
発
行
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
三
十
八
号
）

（
旧
金
貨
幣
の
引
換
え
）

第
三
条
　
前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
貨
幣
法
（
以
下
「
旧
貨
幣
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
金
貨
幣
及
び
旧
貨
幣
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
用
を
認
め
ら
れ
た
金
貨
幣
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月

一
日
以
後
次
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
引
き
換
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
前
条
に
規
定
す
る
金
貨
幣
（
以
下
附
則
第
七
条
ま
で
に
お
い
て
「
旧
金
貨
幣
」
と
い
う
。
）
を
所
持
す
る
者
は
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
（
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
政
令
で

定
め
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
内
）
に
、
そ
の
所
持
す
る
旧
金
貨
幣
を
、
旧
貨
幣
法
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
旧
金
貨
幣
に
つ
い
て
は
そ
の
額
面
価
格
で
、
旧
貨
幣
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
通
用
を
認

め
ら
れ
た
旧
金
貨
幣
に
つ
い
て
は
そ
の
額
面
価
格
の
二
倍
で
、
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
貨
と
引
き
換
え
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
条
　
旧
金
貨
幣
の
引
換
え
に
つ
い
て
は
、
旧
金
貨
幣
を
造
幣
局
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
貨
幣
と
み
な
し
て
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
適

用
す
る
。

第
六
条
　
旧
金
貨
幣
の
引
換
え
に
関
す
る
事
務
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
本
銀
行
が
行
い
、
そ
の
事
務
に
要
す
る
経
費
は
日
本
銀
行
が
負
担
す
る
。

第
七
条
　
日
本
銀
行
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
前
三
条
の
規
定
に
よ
る
旧
金
貨
幣
の
引
換
え
に
関
す
る
報
告
書
を
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貨
幣
と
み
な
す
臨
時
補
助
貨
幣
）

第
八
条
　
附
則
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
臨
時
通
貨
法
（
以
下
「
旧
臨
時
通
貨
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
臨
時
補
助
貨
幣
の
う
ち
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
小
額
通
貨
の
整
理
及
び

支
払
金
の
端
数
計
算
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
小
額
通
貨
整
理
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
通
用
を
禁
止
さ
れ
た
当
該
臨
時
補
助
貨
幣
以
外
の
も
の
、
同
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
記
念
の

た
め
の
千
円
の
臨
時
補
助
貨
幣
の
発
行
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
臨
時
補
助
貨
幣
及
び
同
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
天
皇
陛
下
御
在
位
六
十
年
記
念
の
た
め
の
十
万
円
及
び
一
万
円
の
臨
時
補
助
貨

幣
の
発
行
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
臨
時
補
助
貨
幣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
発
行
し
た
貨
幣
と
み
な
す
。

（
小
額
紙
幣
の
引
換
準
備
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
　
旧
臨
時
通
貨
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
額
紙
幣
の
引
換
準
備
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
小
額
通
貨
の
引
換
え
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
　
旧
小
額
通
貨
整
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
小
額
通
貨
（
旧
小
額
通
貨
整
理
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
旧
小
額
通
貨
整
理
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
小
額
紙
幣
と
み
な
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。
）
の
旧
小
額
通
貨

整
理
法
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
引
換
え
及
び
こ
れ
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
保
険
料
の
払
込
方
法
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条
　
旧
小
額
通
貨
整
理
法
附
則
第
五
項
に
規
定
す
る
昭
和
二
十
一
年
九
月
三
十
日
以
前
に
効
力
が
発
生
し
た
簡
易
生
命
保
険
契
約
の
保
険
料
の
払
込
方
法
及
び
旧
小
額
通
貨
整
理
法
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
当
該
保
険
料
の
払

込
金
額
の
端
数
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
六
月
一
八
日
法
律
第
八
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
九
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
及
び
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
一
〇
日
法
律
第
四
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
、
附
則
第
十
条
の
規
定
（
退
職
職
員
に
支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
か
ら
す
る
一

般
会
計
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
六
十
二
号
。
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
繰
入
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
改
正
規
定
中
「
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
」
を
「
自
動
車
損
害
賠
償
保
障
事

業
特
別
会
計
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
附
則
第
二
十
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
二
条
　
附
則
第
二
条
か
ら
第
四
条
ま
で
、
第
六
条
、
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
造
幣
局
の
設
立
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
そ
の
他
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

2


